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只見川電源流域振興協議会 



１ 趣旨 

奥会津広域デジタルスタンプラリー実施業務の受託者を選定するために実施する公募型プロ

ポーザル（以下、「本プロポーザル」という。）に関して、必要な事項を定める。 

 

２ 事業の目的 

奥会津地域の多様な文化施設及び観光スポット等を対象としたデジタルスタンプラリー（以下、ス

タンプラリー）を実施し、地域内を周遊することで、本地域の文化に触れる機会を創出するととも

に、誘客促進、周遊性向上、滞在期間延長による旅行消費額の増加を目的とする。 

 

３ 事業の概要 

（１）発 注 者 只見川電源流域振興協議会 

（２）業 務 名 奥会津広域デジタルスタンプラリー実施業務 

（３）業 務 内 容 

ア スタンプラリーの企画・提案及び運営業務 

   イ 広報業務 

   ウ 応募・抽選・賞品発送業務 

   エ スタンプラリー参加者等の集計・データ分析 

   オ その他の業務（工程表作成、実施体制の整備） 

※詳細は、別紙「奥会津広域デジタルスタンプラリー実施業務委託仕様書」を参照する

こと。 

（４）予 算 額 金４，１８０，０００円 ※消費税額及び地方消費税額を含む。 

（５）履 行 期 限 契約締結日から令和９年２月２８日まで 

 

４ 公募スケジュール（予定） 

（１）公募開始            令和８年３月３０日（月） 

（２）質問書の受付期間        令和８年３月３０日（月）～４月 ６日（月） 

（３）質問に対する回答        令和８年４月 ８日（水）※予定 

（４）参加申込書及び企画提案書の提出 令和８年４月１５日（水）１７時必着 

（５）オンライン審査会（プレゼン）  令和８年４月２１日（火）※予定 

（６）審査結果の通知         令和８年４月２２日（水）※予定 

（７）契約締結            令和８年４月２２日（水）※予定 

 

５ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）日本国内に本店、支店、営業所などの拠点を有すること。 

（２）地方税、国税などを滞納していないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項のいず

れの規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の申立て及び民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申立てがなされて

いない者であること。 

（５）会社法（平成１７年法律第８６号）第５１１条の規定による特別清算開始の申立て中又

は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立て中でないこと。 

（６）参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に、国又は地方公共団体などから

指名停止を受けている期間でないこと。 

（７）福島県暴力団排除条例（平成２３年条例第５１号）第２条に該当する者ではないこと。 



６ 参加申込及び企画提案の方法 

本プロポーザルに参加する者は、以下の方法により参加申込などを行うこと。 

（１）参加申込書などの提出 

①提出期限までに以下の書類を持参または郵送及びデータにより提出すること。 

なお、様式は当協議会ホームページからダウンロードすること。 

ア「参加申込書」１部（様式１） 

イ「会社（団体）概要書」８部（様式２） 

ウ「業務受託実績書」８部（様式３） 

業務受託実績について３件以内を記載し、その実績が確認できる資料（記録誌やその

目次など）を１部提出すること。 

エ「業務実施体制」８部（様式４） 

契約締結後における業務の実施体制及び業務従事者の情報（予定）について記載する

こと。 

オ「企画提案書」８部(任意様式) 

カ「業務工程表」８部(任意様式) 

キ「参考見積書」８部(任意様式) 

※様式２～４については、様式に掲げる項目内容が記載された既成資料での提出を可と

する。 

②企画提案に係る一切の経費については、提案者の負担とする。 

③提出された企画提案書などは、返却しないこととする。 

 （２）仕様書に記載されている事項以外で、事業の趣旨や目的に沿うものであって、予算の

範囲内であれば加えて提案することは可とする。 

（３）質問書（様式５）の受付 

①本プロポーザルに関する質問は、趣旨を簡潔にまとめ電子メールにより提出すること。 

②質問者には、電子メールにより回答を送付する。なお、質問の趣旨や内容が不明確なも

のについては、回答しない場合がある。 

 

７ 選定方法 

「奥会津広域デジタルスタンプラリー実施業務委託公募型プロポーザル審査会」（以下、

「審査会」という。）において審査し、審査会で最も高い評価となった提案者を受託候補者と

して選定する。 

また、提案者が１者の場合は、その内容が審査基準（全審査員の平均得点が６０点以上）を

満たす場合のみ当該提案者を受託候補者として選定する。 

（１）審査会はオンライン（Zoom会議）で開催する。なお、審査会の URLは参加申込書の受

領後に別途通知するものとする。 

（２）企画提案（プレゼン）及び提案者へのヒアリングにより審査を行い、受託候補者の選定

を行う。 

（３）企画提案の所要時間は、各提案者 20分程度（説明 10分、質疑応答 10分）とする。 

（４）提出書類に重大な不備又は虚偽の記載があった場合はその提案及び、審査結果を無効 

とする。 

（５）審査の結果は、提案者全員に電子メールにより通知する。 

 

 

 

 

 



８ 審査基準 

審査は、１００点を満点とし、以下の点を基準により審査する。 

（１）企画提案の趣旨（配点：２０点） 

①実施要領及び仕様書の意図を理解した提案となっているか。 

 （２）内容・構成（配点：５０点） 

①奥会津地域への誘客および周遊促進につながる提案がされているか。 

②スタンプラリーシステムは参加者にとって利用しやすいものか。 

③多くの方の参加を促すため有効な広報計画となっているか。 

④スタンプラリーから取得できるデータは、観光促進に向けて有効なものか。 

⑤独自性があり、効果的な提案となっているか。 

（３）実行予算について（配点：１０点） 

  ①見積額は予算の範囲内で適切なものとなっているか。 

（４）事業実施体制（配点：２０点） 

①企画趣旨に基づいたスケジュール管理・予算管理を有しているか。 

②企画を実施するための体制を有しているか。 

 

９ 契約 

（１）受託者の決定 

受託候補者と仕様及びに委託料など詳細について協議の上、受託者として決定する。ただ

し、受託候補者との協議が整わない場合は、契約の採択に至らない場合がある。 

（２）契約の締結 

上記（１）で決定した受託者は、契約に必要な書類を作成し、当協議会と協議の上、速やか

に手続きを進めるものとする。 

なお、本業務の目的達成のために必要な範囲内で、業務を追加、変更することができる。こ

の場合、委託予算額上限を限度として、受託者と契約内容及び契約額などを調整できるものと

する。 

 

１０ 各書類の提出先・問合せ先 

担当  只見川電源流域振興協議会 事務局 

住所  〒９６８-０００６ 福島県大沼郡金山町大字中川字上居平９３３番地 

電話  ０２４１－４２－７１２５ 

ＦＡＸ ０２４１－４２－７１２７ 

メール tdrsk@okuaizu.net 

mailto:tdrsk@okuaizu.net

